
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）
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規

則

○
福
島
県
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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福
島
県
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定
介
護
老
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祉
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の
人
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設
備
及
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運
営
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す
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定
め
る
条
例
施
行
規
則
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一
部
を
改
正
す
る
規
則

三

○
福
島
県
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方

法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三

○
福
島
県
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

四

○
福
島
県
保
健
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
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改
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す
る
規
則

四

○
福
島
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

四

○
福
島
県
住
宅
宿
泊
事
業
の
実
施
の
制
限
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

五

○
福
島
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
一

福
島
県
公
安
委
員
会

○
福
島
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
一

規

則

福
島
県
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人

員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
指

定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
保
健
師
等
修
学
資

金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
、
福
島
県
住
宅
宿
泊
事
業
の
実
施
の
制
限
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
及
び
福
島
県
建
築
基
準
法
施

行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
十
八
号

福
島
県
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成

二
十
五
年
福
島
県
規
則
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
号
中
「
同
じ
。
）
及
び
」
を
「
同
じ
。
）
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム
及
び
」
を
「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
同
じ
。
）
及
び
」

を
「
同
じ
。
）
に
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
及
び
」
を
「
地

域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
三
項
中
「
介
護
老
人
保
健
施
設
」
の
下
に
「
若
し
く
は
介
護
医
療
院
」
を
加
え
る
。

附
則
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
中
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
六
年
三

月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
高
齢
福
祉
課
）

福
島
県
規
則
第
十
九
号

福
島
県
介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

施
行
規
則
（
平
成
二
十
五
年
福
島
県
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
中
「
）
及
び
」
を
「
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
」
に
、
「
場
合
の
」
を
「
場

合
の
介
護
老
人
保
健
施
設
及
び
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
の
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
第
二

号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

介
護
医
療
院

栄
養
士
又
は
介
護
支
援
専
門
員

第
三
条
第
六
項
第
一
号
中
「
病
院
又
は
診
療
所
」
を
「
介
護
医
療
院
又
は
病
院
若
し
く
は
診
療
所
」

に
改
め
る
。

附
則
第
五
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
中
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
六
年
三
───────────────────────────────────────────────────────────
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月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
高
齢
福
祉
課
）

福
島
県
規
則
第
二
十
号

福
島
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施

行
規
則
（
平
成
二
十
五
年
福
島
県
規
則
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
十
四
条
」
を
「
第
十
三
条
の
二
・
第
十
四
条
」
に
改
め
る
。

第
五
章
中
第
十
四
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
従
業
者
に
関
す
る
基
準
）

第
十
三
条
の
二

条
例
第
八
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
従
業
者
の
員
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
従

業
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

医
師

指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
に
当
た
ら
せ
る
た
め
に
必
要
な
一
以
上
の
数

二

理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士

一
以
上

第
十
五
条
第
一
号
イ
中
「
、
看
護
職
員
（
条
例
第
八
十
九
条
に
規
定
す
る
看
護
職
員
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
三
号
を
削
る
。

第
二
十
八
条
中
「
介
護
老
人
保
健
施
設
」
の
下
に
「
又
は
介
護
医
療
院
」
を
加
え
る
。

第
三
十
七
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
共
生
型
短
期
入
所
生
活
介
護
の
設
備
に
関
す
る
基
準
）

第
三
十
七
条
の
二

条
例
第
百
八
十
条
の
二
の
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

指
定
短
期
入
所
事
業
所
の
居
室
の
面
積
を
、
指
定
短
期
入
所
の
利
用
者
の
数
と
共
生
型
短
期
入

所
生
活
介
護
の
利
用
者
の
数
の
合
計
数
で
除
し
て
得
た
面
積
が
九
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ

る
こ
と
。

二

指
定
短
期
入
所
事
業
所
の
従
業
者
の
員
数
が
、
当
該
指
定
短
期
入
所
事
業
所
が
提
供
す
る
指
定

短
期
入
所
の
利
用
者
の
数
を
指
定
短
期
入
所
の
利
用
者
及
び
共
生
型
短
期
入
所
生
活
介
護
の
利
用

者
の
数
の
合
計
数
で
あ
る
と
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
指
定
短
期
入
所
事
業
所
と
し
て
必
要
と
さ

れ
る
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三

共
生
型
短
期
入
所
生
活
介
護
の
利
用
者
に
対
し
て
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
、
指
定

短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
そ
の
他
の
関
係
施
設
か
ら
必
要
な
技
術
的
支
援
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

（
準
用
）

第
三
十
七
条
の
三

第
三
十
二
条
の
規
定
は
、
共
生
型
短
期
入
所
生
活
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
条
例
第
百
五
十
三
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例

第
百
八
十
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
百
五
十
三
条
第
三
項
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
条
例

第
百
五
十
三
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
百
八
十
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
百
五

十
三
条
第
四
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
一
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

介
護
医
療
院
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
短
期
入
所
療

養
介
護
事
業
所
に
置
く
べ
き
医
師
、
薬
剤
師
、
看
護
職
員
、
介
護
職
員
、
理
学
療
法
士
又
は
作
業

療
法
士
及
び
栄
養
士

利
用
者
を
当
該
介
護
医
療
院
の
入
所
者
と
み
な
し
た
場
合
に
お
け
る
法
に

規
定
す
る
介
護
医
療
院
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
数
が
確
保
さ
れ
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
必
要
な
数

以
上

第
四
十
八
条
第
八
項
中
「
看
護
職
員
の
う
ち
一
人
以
上
、
及
び
介
護
職
員
の
う
ち
」
を
「
看
護
職
員

及
び
介
護
職
員
の
う
ち
そ
れ
ぞ
れ
」
に
改
め
る
。

附
則
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

８

第
四
十
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
療
養
病
床
等
を
有
す
る
病
院
又
は
病
床
を
有
す
る
診
療
所

の
開
設
者
が
、
当
該
病
院
の
療
養
病
床
等
又
は
当
該
診
療
所
の
病
床
を
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
転
換
（
当
該
病
院
の
療
養
病
床
等
又
は
当
該
診
療
所
の
病
床
の
病
床
数
を
減
少
さ
せ

る
と
と
も
に
、
当
該
病
院
等
の
施
設
を
介
護
医
療
院
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
（
老
人
福
祉
法
第
二
十
条

の
六
に
規
定
す
る
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
要
介
護
者
、
要
支
援
者
そ
の
他
の
者
を

入
所
又
は
入
居
さ
せ
る
た
め
の
施
設
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
っ

て
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を

除
く
。
）
の
事
業
を
行
う
医
療
機
関
併
設
型
指
定
特
定
施
設
（
介
護
老
人
保
健
施
設
、
介
護
医
療
院

又
は
病
院
若
し
く
は
診
療
所
に
併
設
さ
れ
る
指
定
特
定
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
生
活
相
談

員
、
機
能
訓
練
指
導
員
及
び
計
画
作
成
担
当
者
の
員
数
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

機
能
訓
練
指
導
員

併
設
さ
れ
る
介
護
老
人
保
健
施
設
、
介
護
医
療
院
又
は
病
院
若
し
く
は
診

療
所
の
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
に
よ
り
当
該
医
療
機
関
併
設
型
指
定
特
定

施
設
の
利
用
者
の
処
遇
が
適
切
に
行
わ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る

こ
と
。

二

生
活
相
談
員
又
は
計
画
作
成
担
当
者

当
該
医
療
機
関
併
設
型
指
定
特
定
施
設
の
実
情
に
応
じ

た
適
当
数

９

第
五
十
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
療
養
病
床
等
を
有
す
る
病
院
又
は
病
床
を
有
す
る
診
療
所

の
開
設
者
が
、
当
該
病
院
の
療
養
病
床
等
又
は
当
該
診
療
所
の
病
床
を
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
転
換
を
行
っ
て
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
事
業
を

行
う
医
療
機
関
併
設
型
指
定
特
定
施
設
の
生
活
相
談
員
及
び
計
画
作
成
担
当
者
の
員
数
の
基
準
は
、

当
該
医
療
機
関
併
設
型
指
定
特
定
施
設
の
実
情
に
応
じ
た
適
当
数
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
福
島
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
島
県
条
例
第
八
十
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す

る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
る
事
業
所
に
お
け
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
福
島
県
指
定

居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
以

下
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
従
業
者
の
員

数
の
う
ち
、
看
護
職
員
（
歯
科
衛
生
士
が
行
う
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
相
当
す
る
も
の
を
行
う
保
健
───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
を
除
い
た
保
健
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
を
い
う
。
）
の
員
数
に
つ

い
て
は
、
改
正
前
の
規
則
第
十
五
条
の
規
定
は
、
平
成
三
十
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
。

（
高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室
）

福
島
県
規
則
第
二
十
一
号

福
島
県
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規

則
（
平
成
二
十
五
年
福
島
県
規
則
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
中
「
同
じ
。
）
及
び
」
を
「
同
じ
。
）
に
」
に
改
め
、
「
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老

人
福
祉
施
設
を
併
設
す
る
場
合
」
の
下
に
「
の
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護

老
人
福
祉
施
設
の
介
護
職
員
及
び
看
護
職
員
（
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
配
置
さ
れ
る
看
護
職
員
に
限

る
。
）
」
を
加
え
、
「
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
」
を
「
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
」
に
改
め
、

「
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
い
う
」
の
下
に
「
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
」
を
加
え
、
「
場
合
の
介
護
職
員
及
び
看
護
職
員
（
第
九
条
」
を
「
場
合
の
指
定
介
護
老
人
福
祉

施
設
及
び
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
介
護
職
員
及
び
看
護
職
員
（
指
定
地

域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
六
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
中
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
六
年
三

月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室
）

福
島
県
規
則
第
二
十
二
号

福
島
県
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則

（
平
成
二
十
五
年
福
島
県
規
則
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
十
四
条
」
を
「
第
十
三
条
の
二
・
第
十
四
条
」
に
改
め
る
。

第
五
章
中
第
十
四
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
指
定
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
従
業
者
に
関
す
る
基
準
）

第
十
三
条
の
二

条
例
第
七
十
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
指
定
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
事
業
所
（
同
項
に
定
め
る
指
定
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
を
い
う
。
）
ご
と

に
置
く
べ
き
従
業
者
の
員
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
従
業
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
も
の
と
す
る
。

一

医
師

指
定
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
に
当
た
ら
せ
る
た
め
に
必
要
な
一

以
上
の
数

二

理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士

一
以
上

第
十
五
条
第
一
号
イ
中
「
、
看
護
職
員
（
条
例
第
八
十
七
条
に
規
定
す
る
看
護
職
員
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
三
号
を
削
る
。

第
二
十
五
条
中
「
介
護
老
人
保
健
施
設
」
の
下
に
「
又
は
介
護
医
療
院
」
を
加
え
る
。

第
三
十
四
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
共
生
型
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
の
施
設
に
関
す
る
基
準
）

第
三
十
四
条
の
二

条
例
第
百
六
十
四
条
の
二
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
居
室
に
係
る
基
準
は
、
指
定

短
期
入
所
事
業
所
の
居
室
の
面
積
を
、
指
定
短
期
入
所
の
利
用
者
の
数
と
共
生
型
介
護
予
防
短
期
入

所
生
活
介
護
の
利
用
者
の
数
の
合
計
数
で
除
し
て
得
た
面
積
が
九
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る

こ
と
。

（
準
用
）

第
三
十
四
条
の
三

第
二
十
九
条
の
規
定
は
、
共
生
型
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
の
事
業
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
条
例
第
百
三
十
五
条
第
三
項
」
と
あ
る
の

は
「
条
例
第
百
六
十
四
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
百
三
十
五
条
第
三
項
」
と
、
同
条
第
三

項
中
「
条
例
第
百
三
十
五
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
百
六
十
四
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す

る
条
例
第
百
三
十
五
条
第
四
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
八
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

介
護
医
療
院
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
介

護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
に
置
く
べ
き
医
師
、
薬
剤
師
、
看
護
職
員
、
介
護
職
員
、
理
学
療
法

士
又
は
作
業
療
法
士
及
び
栄
養
士
の
員
数

利
用
者
を
当
該
介
護
医
療
院
の
入
所
者
と
み
な
し
た

場
合
に
お
け
る
法
に
規
定
す
る
介
護
医
療
院
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
数
が
確
保
さ
れ
る
た
め
に
、

そ
れ
ぞ
れ
必
要
な
数
以
上

第
四
十
五
条
第
八
項
中
「
看
護
職
員
の
う
ち
一
人
以
上
」
を
「
看
護
職
員
」
に
改
め
、
「
介
護
職
員

の
う
ち
」
の
下
に
「
そ
れ
ぞ
れ
」
を
加
え
る
。

附
則
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

８

第
四
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
療
養
病
床
等
を
有
す
る
病
院
又
は
病
床
を
有
す
る
診
療
所

の
開
設
者
が
、
当
該
病
院
の
療
養
病
床
等
又
は
当
該
診
療
所
の
病
床
を
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
転
換
（
当
該
病
院
の
療
養
病
床
等
又
は
当
該
診
療
所
の
病
床
の
病
床
数
を
減
少
さ
せ

る
と
と
も
に
、
当
該
病
院
等
の
施
設
を
介
護
医
療
院
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
（
老
人
福
祉
法
第
二
十
条

の
六
に
規
定
す
る
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
要
介
護
者
、
要
支
援
者
そ
の
他
の
者
を

入
所
又
は
入
居
さ
せ
る
た
め
の
施
設
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
っ

て
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設

入
居
者
生
活
介
護
を
除
く
。
）
の
事
業
を
行
う
医
療
機
関
併
設
型
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
（
介
護

老
人
保
健
施
設
、
介
護
医
療
院
又
は
病
院
若
し
く
は
診
療
所
に
併
設
さ
れ
る
指
定
介
護
予
防
特
定
施

設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
生
活
相
談
員
、
機
能
訓
練
指
導
員
及
び
計
画
作
成
担
当
者
の
員
数
の

基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

機
能
訓
練
指
導
員

併
設
さ
れ
る
介
護
老
人
保
健
施
設
、
介
護
医
療
院
又
は
病
院
若
し
く
は
診

療
所
の
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
に
よ
り
当
該
医
療
機
関
併
設
型
指
定
介
護
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予
防
特
定
施
設
の
利
用
者
の
処
遇
が
適
切
に
行
わ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
置
か
な
い
こ
と

が
で
き
る
こ
と
。

二

生
活
相
談
員
又
は
計
画
作
成
担
当
者

当
該
医
療
機
関
併
設
型
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
の
実

情
に
応
じ
た
適
当
数

９

第
四
十
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
療
養
病
床
等
を
有
す
る
病
院
又
は
病
床
を
有
す
る
診
療
所

の
開
設
者
が
、
当
該
病
院
の
療
養
病
床
等
又
は
当
該
診
療
所
の
病
床
を
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
転
換
を
行
っ
て
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

の
事
業
を
行
う
医
療
機
関
併
設
型
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
の
生
活
相
談
員
及
び
計
画
作
成
担
当
者

の
員
数
の
基
準
は
、
当
該
医
療
機
関
併
設
型
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
の
実
情
に
応
じ
た
適
当
数
と

す
る
。附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
福
島
県
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運

営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
島
県
条
例
第
八
十
二
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
る
事
業
所
に
お
け
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
福
島
県
指

定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に

係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
以
下

「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
従
業

者
の
員
数
の
う
ち
、
看
護
職
員
（
歯
科
衛
生
士
が
行
う
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
相
当
す
る
も

の
を
行
う
保
健
師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
を
除
い
た
保
健
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
を
い
う
。
）

の
員
数
に
つ
い
て
は
、
改
正
前
の
規
則
第
十
五
条
の
規
定
は
、
平
成
三
十
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
、

な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室
）

福
島
県
規
則
第
二
十
三
号

福
島
県
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め

る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行

規
則
（
平
成
二
十
五
年
福
島
県
規
則
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
四
項
中
「
除
く
。
）
及
び
」
を
「
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
」
に
改
め
、

「
場
合
の
」
の
下
に
「
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
及
び
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
」

を
加
え
る
。

附
則
第
九
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
の
規
定
中
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
六
年

三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室
）

福
島
県
規
則
第
二
十
四
号

福
島
県
保
健
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
保
健
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
福
島
県
規
則
第
百
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

条
例
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
修
学
資
金
の
申
請
書
は
、
第
一
号
様
式
を
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
同
様
式
（
表
）
中
「保

健
師
等
修
学
資
金
貸
与
申
請
書

」
と
あ
る
の
は
「保

健
師
等

修
学
資
金
貸
与
申
請
書

（福
島
県
保
健
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
附
則
第
４
項
に
よ
る
加
算
用

）
」

「

「

月
額

円

と
、

月
額

円

と
あ
る
の
は

（う
ち
加
算
分

円

）

」

」

と
、
同
様
式
（
裏
）
備
考
中
「保

健
師
等
修
学
資
金
の

」
と
あ
る
の
は
「保

健
師
等
修
学
資
金

（附
則
第
４
項
に
よ
る
加
算
を
含
む

｡
）の

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
地
域
医
療
課
医
療
人
材
対
策
室
）

福
島
県
規
則
第
二
十
五
号

福
島
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
四
年
福
島
県
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

「

「

一
一

般
般

客

客
客

室
室

第
二
号
様
式
中

を

に
、
「和

室
客

室

」
を
「

大
大



平成30年３月23日 金曜日 福 島 県 報 号外第18号5

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
広

広

室
間

間

計
計

」

」

客
室

」
に
、
「洋

式
客

室

」
を
「
（寝

台
を
置
く
客
室

）
」
に
改

め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
六
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
第
二
号
様

式
に
よ
る
申
請
書
は
、
改
正
後
の
福
島
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
第
二
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
と
み
な

す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
第
二
号
様

式
に
よ
る
用
紙
は
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
食
品
生
活
衛
生
課
）

福
島
県
規
則
第
二
十
六
号

福
島
県
住
宅
宿
泊
事
業
の
実
施
の
制
限
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（
用
語
）

第
一
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
福
島
県
住
宅
宿
泊
事
業
の
実
施
の
制
限
に
関
す
る

条
例
（
平
成
三
十
年
福
島
県
条
例
第
三
十
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る

用
語
の
例
に
よ
る
。

（
申
請
）

第
二
条

条
例
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
住
宅
宿
泊
事
業
実
施
申
請
書
（
様

式
第
一
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
意
見
）

第
三
条

条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
求
め
は
、
住
宅
宿
泊
事
業
実
施
意
見
照
会
書
（
様

式
第
二
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
求
め
に
対
す
る
回
答
は
、
住
宅
宿
泊
事
業
実
施
意
見

書
（
様
式
第
三
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
通
知
）

第
四
条

知
事
は
、
条
例
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
住
宅
宿
泊
事
業
の
実
施
を
制
限
す

る
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
住
宅
宿
泊
事
業
実
施
通
知
書
（
様
式
第
四
号
）
に
よ
り
、
住
宅
宿

泊
事
業
の
実
施
を
制
限
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
住
宅
宿
泊
事
業
実
施
制
限
通
知
書
（
様

式
第
五
号
）
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
公
表
）

第
五
条

知
事
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
と
き
（
住
宅
宿
泊
事
業
の
実
施
を
制
限
す
る
必

要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
た
期
間
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、
当
該
期
間
に
係
る
通
知
に
つ
い
て
、

こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
六
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。



平成30年３月23日 金曜日 福 島 県 報 号外第18号 6

様 式 第 １ 号 （ 第 ２ 条 関 係 ）

住 宅 宿 泊 事 業 実 施 申 請 書

年 月 日

福 島 県 知 事

住 所

氏 名 印

電 話 番 号

福 島 県 住 宅 宿 泊 事 業 の 実 施 の 制 限 に 関 す る 条 例 第 ２ 条 第 １ 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 、

住 宅 宿 泊 事 業 の 実 施 制 限 期 間 中 の 営 業 に つ い て 、 下 記 の と お り 申 請 し ま す 。

記

住 宅 宿 泊 事 業 届 出 者 氏 名

登録番号（届出済の場合のみ記載）

届 出 住 宅 の 住 所

制 限 期 間 中 で の 営 業 希 望 期 間

届出住宅の周囲 100メ ー ト ル以内に存する学校等施設

施 設 名 住 所

住宅宿泊事業の実施の制限が不適当と認められる特段の事情

備 考 次 の １ 及 び ２ の 書 類 を 添 付 す る こ と 。

１ 位 置 図 （ 原 則 と し て 縮 尺 三 千 分 の 一 以 上 で 、 届 出 住 宅 及 び 学 校 等 施 設 の 表 示

並 び に 届 出 住 宅 の 周 囲 100メ ー ト ル 以 内 の 表 示 が あ る も の ）

２ 住 宅 宿 泊 事 業 の 実 施 の 制 限 が 不 適 当 と 認 め ら れ る 特 段 の 事 情 の 根 拠 と な る 資

料

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



平成30年３月23日 金曜日 福 島 県 報 号外第18号7

様 式 第 ２ 号 （ 第 ３ 条 関 係 ）

住 宅 宿 泊 事 業 実 施 意 見 照 会 書

第 号

年 月 日

市 （ 町 ・ 村 ） 長 様

福 島 県 知 事

福 島 県 住 宅 宿 泊 事 業 の 実 施 の 制 限 に 関 す る 条 例 第 ２ 条 第 １ 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 、

別 紙 写 し の と お り 住 宅 宿 泊 事 業 実 施 申 請 書 が 提 出 さ れ て い る た め 、 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に

よ り 、 住 宅 宿 泊 事 業 実 施 制 限 期 間 中 に お い て 住 宅 宿 泊 事 業 の 実 施 を 制 限 す る 必 要 が あ る

か 意 見 を 照 会 し ま す 。

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



平成30年３月23日 金曜日 福 島 県 報 号外第18号 8

様 式 第 ３ 号 （ 第 ３ 条 関 係 ）

住 宅 宿 泊 事 業 実 施 意 見 書

年 月 日

福 島 県 知 事

市 （ 町 ・ 村 ） 長

福 島 県 住 宅 宿 泊 事 業 の 実 施 の 制 限 に 関 す る 条 例 第 ２ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る

意 見 に つ い て （ 回 答 ）

年 月 日 付 け 第 号 に て 照 会 の あ っ た こ の こ と に つ い て 、 下

記 の と お り 回 答 し ま す 。

記

１ 住 宅 宿 泊 事 業 届 出 者 氏 名

２ 登 録 番 号 （ 届 出 済 の 場 合 の み 記 載 ）

３ 届 出 住 宅 の 住 所

４ 住 宅 宿 泊 事 業 の 実 施 の 制 限 に つ い て

（ 必 要 が あ る ・ 必 要 が な い ）

※ ど ち ら か 一 方 に ○ を 付 け る

５ （ 上 記 ４ で 「 必 要 が あ る 」 と 回 答 し た 場 合 ） 住 宅 宿 泊 事 業 の 実 施 の 制 限 が 必 要 と 認

め ら れ る 期 間

営 業 希 望 期 間 の 全 期 間 ・ 一 部 の 期 間 （ ）

※ ど ち ら か 一 方 に ○ を 付 け る

６ ４・５の理由

７ 担 当 部 署 ・ 担 当 者 名 ・ 連 絡 先

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



平成30年３月23日 金曜日 福 島 県 報 号外第18号9

様 式 第 ４ 号 （ 第 ４ 条 関 係 ）

住 宅 宿 泊 事 業 実 施 通 知 書

第 号

年 月 日

（ 申 請 者 ） 様

福 島 県 知 事

福 島 県 住 宅 宿 泊 事 業 の 実 施 の 制 限 に 関 す る 条 例 第 ２ 条 第 １ 項 た だ し 書 の 規

定 に よ る 住 宅 宿 泊 事 業 制 限 期 間 中 の 営 業 に つ い て （ 通 知 ）

こ の こ と に つ い て 、 年 月 日 付 け で 申 請 の あ っ た 下 記 ３ の 届 出 住 宅 に

つ い て は 、 福 島 県 住 宅 宿 泊 事 業 の 実 施 の 制 限 に 関 す る 条 例 第 ２ 条 第 １ 項 で 定 め る 制 限 期

間 の う ち 下 記 ４ の 期 間 は 住 宅 宿 泊 事 業 の 実 施 を 制 限 す る 必 要 が な い も の と 認 め 、 下 記 の

と お り 通 知 し ま す 。

記

１ 住 宅 宿 泊 事 業 届 出 者 氏 名

２ 登 録 番 号 （ 届 出 済 の 場 合 の み 記 入 ）

３ 届 出 住 宅 の 住 所

４ 住 宅 宿 泊 事 業 の 実 施 を 制 限 す る 必 要 が な い と 認 め る 期 間

５ 留 意 事 項

「 住 宅 宿 泊 事 業 の 実 施 の 制 限 が 不 適 当 と 認 め ら れ る 特 段 の 事 情 」 の 事 実 関 係 に 変 更

が 生 じ た 場 合 は 、 遅 滞 な く 県 へ 申 し 出 る こ と 。

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



平成30年３月23日 金曜日 福 島 県 報 号外第18号 10

様 式 第 ５ 号 （ 第 ４ 条 関 係 ）

住 宅 宿 泊 事 業 実 施 制 限 通 知 書

第 号

年 月 日

（ 申 請 者 ） 様

福 島 県 知 事

福 島 県 住 宅 宿 泊 事 業 の 実 施 の 制 限 に 関 す る 条 例 第 ２ 条 第 １ 項 た だ し 書 の 規

定 に よ る 住 宅 宿 泊 事 業 制 限 期 間 中 の 営 業 に つ い て （ 通 知 ）

こ の こ と に つ い て 、 年 月 日 付 け で 申 請 の あ っ た 下 記 ３ の 届 出 住 宅 に

つ い て は 、 下 記 ４ の 期 間 福 島 県 住 宅 宿 泊 事 業 の 実 施 の 制 限 に 関 す る 条 例 第 ２ 条 に 基 づ き

住 宅 宿 泊 事 業 の 実 施 を 制 限 す る 必 要 が あ る と 認 め ら れ ま す の で 、 下 記 の と お り 通 知 し ま

す 。

記

１ 住 宅 宿 泊 事 業 届 出 者

２ 登 録 番 号 （ 届 出 済 の 場 合 の み 記 載 ）

３ 届 出 住 宅 の 住 所

４ 住 宅 宿 泊 事 業 の 実 施 を 制 限 す る 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 期 間

営 業 希 望 期 間 の 全 期 間 ・ 一 部 の 期 間 （ ）

※ ど ち ら か 一 方 に ○ を 付 け る

５ ４ の 理 由

（ 教 示 ）

１ こ の 処 分 に 不 服 が あ る と き は 、 こ の 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら
起 算 し て ３ か 月 以 内 に 、 福 島 県 知 事 に 審 査 請 求 を す る こ と が で き ま す （ な お 、
そ の 期 間 内 で あ っ て も 、 こ の 処 分 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て １ 年 を 経 過 す る と 審
査 請 求 を す る こ と が で き な く な り ま す 。 ） 。

２ 処 分 の 取 消 し の 訴 え は 、 こ の 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し
て ６ か 月 以 内 に 、 福 島 県 を 被 告 と し て （ 訴 訟 に お い て 福 島 県 を 代 表 す る 者 は 、
福 島 県 知 事 と な り ま す 。 ） 、 提 起 し な け れ ば な り ま せ ん （ な お 、 そ の 期 間 内 で
あ っ て も 、 こ の 処 分 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て １ 年 を 経 過 す る と 処 分 の 取 消 し の
訴 え を 提 起 す る こ と が で き な く な り ま す 。 ） 。 た だ し 、 こ の 処 分 に つ い て １ の
審 査 請 求 を し た 場 合 に は 、 処 分 の 取 消 し の 訴 え は 、 そ の 審 査 請 求 に 対 す る 裁 決
が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ か 月 以 内 に 提 起 し な け れ ば な り
ま せ ん （ な お 、 そ の 期 間 内 で あ っ て も 、 そ の 裁 決 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て １ 年
を 経 過 す る と 処 分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る こ と が で き な く な り ま す 。 ） 。

───────────────────────────────────────────────────────────
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───────────────────────────────────────────────────────────
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（
観
光
交
流
課
）

福
島
県
規
則
第
二
十
七
号

福
島
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
七
年
福
島
県
規
則
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
中
間
検
査
申
請
書
に
添
付
す
る
書
類
）

第
五
条
の
二

省
令
第
四
条
の
八
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
規
則
で
定
め
る
建
築
物
に
係
る
中
間

検
査
申
請
書
に
添
付
す
る
書
類
は
、
木
造
の
建
築
物
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す

る
。

一

壁
及
び
筋
か
い
の
位
置
及
び
種
類
並
び
に
通
し
柱
の
位
置
を
明
示
し
た
図
書

二

軸
組
計
算
書
（
政
令
第
四
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
確
認
に
必
要

な
図
書
を
い
う
。
）

三

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
継
手
又
は
仕
口
の
構
造
方
法
を
明
示
し
た
図
書
（
政
令
第
四

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
確
認
に
必
要
な
図
書
を
い
う
。
）

四

前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
建
築
主
事
が
工
事
監
理
の
状
況
を
把
握
す
る
た
め
特
に
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
書
類

第
十
七
条
の
二
の
表
㈠
の
項
中
「
又
は
第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域
」
を
「
、
第
二
種
低
層
住
居
専

用
地
域
又
は
田
園
住
居
地
域
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
建
築
指
導
課
）

福
島
県
公
安
委
員
会

「

福 島 県 道 路 交 通 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。
平 成 30年 ３ 月 23日

福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長 渋 佐 克 之
福 島 県 公 安 委 員 会 規 則 第 ２ 号

福 島 県 道 路 交 通 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則
福 島 県 道 路 交 通 規 則 （ 昭 和 35年 福 島 県 公 安 委 員 会 規 則 第 14号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。
別 表 第 ３ 高 速 自 動 車 国 道 常 磐 自 動 車 道 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

高 速 自 動 車 国 道 東 福 島 市 笹 谷 字 東 横 堀 地 内 （ 福 島 ジ ャ ン ク シ ョ ン ） か ら 同 市 飯
北 中 央 自 動 車 道 相 坂 町 中 野 字 杭 甲 山 地 内 （ 山 形 県 境 ） ま で
馬 尾 花 沢 線

い わ き 市 勿 来 町 九 面 地 内 （ 茨 城 県 境 ） か ら 相 馬 郡 新
埒 木 崎 地 内 （ 宮 城 県 境 ） ま で

い わ き 市 小 名 浜 住 吉 字 八 合 ２ 番 の １ 地 先 か ら 同 市 平
馬 洗 46番 １ 地 先 ま で

別 表 第 ３ 一 般 国 道 ６ 号 の 項 中
い わ き 市 久 之 浜 町 久 之 浜 字 連 郷 ５ 番 １ 地 先 か ら 同 市
金 ヶ 沢 字 明 不 作 11番 地 先 ま で

相 馬 市 程 田 字 潜 石 90番 ３ 地 先 か ら 相 馬 郡 新 地 町 駒 ケ
88番 地 先 ま で

地 町 大 字
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「

「

「

「

「

下 神 谷 字

い わ き 市 勿 来 町 九 面 地 内 （ 茨 城 県 境 ） か ら 相 馬 郡 新 地 町 大 字
を に

埒 木 崎 地 内 （ 宮 城 県 境 ） ま で
久 之 浜 町

」

嶺 字 洞 山

」

福 島 市 鳥 谷 野 字 天 神 2 9番 １ 地 先 か ら 同 市 荒 井 佐 倉
改 め 、 同 表 一 般 国 道 115号 の 項 中

10地 先 ま で

福 島 市 鳥 谷 野 字 天 神 29番 １ 地 先 か ら 同 市 荒 井 佐 倉 下 字 前 １ 番
10地 先 ま で

下 字 前 １ 番
を に

相 馬 市 山 上 字 小 田 原 30 0番 1 1地 先 か ら 伊 達 市 霊 山 町 下 小 国 字
」

荒 屋 敷 ５ 番 ７ 地 先 ま で
」

改 め 、 同 表 一 般 国 道 349号 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

一 般 国 道 399号 い わ き 市 平 下 神 谷 字 天 神 46番 １ 地 先 か ら 同 市 平 字 十 五 町 目 20
番 ３ 地 先 ま で

別 表 第 ３ 一 般 国 道 459号 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

県 道 上 名 倉 飯 坂 伊 福 島 市 大 笹 生 字 台 田 ５ 番 ３ 地 先 か ら 同 市 大 笹 生 字 大 畑 ４ 番 ２
達 線 地 先 ま で

福 島 市 大 笹 生 字 台 田 ５ 番 ３ 地 先 か ら 同 市 飯 坂 町 平 野 字 上 ノ 壇
５ 番 １ 地 先 ま で

い わ き 市 植 田 町 根 小 屋 ９ 番 １ 地 先 か ら 同
別 表 第 ３ 県 道 い わ き 上 三 坂 小 野 線 の 項 中

ま で

い わ き 市 植 田 町 根 小 屋 ９ 番 １ 地 先 か ら 同 市 遠 野 町 根 岸 字 塚
内 11番 １ 地 先 ま で

市塚ノ内 11番１地 先
を

い わ き 市 平 字 十 五 町 目 20番 ３ 地 先 か ら 同 市 常 磐 下 船 尾 町 字
」

内 285番 １ 地 先 ま で

ノ

に 改 め 、 同 表 県 道 小 名 浜 小 野 線 の 項 中 「 同 市 小 名 浜 住 吉 字 折 返 ９ 番 ２ 地 先 ま で 」
古

」
を 「 同 市 常 磐 下 船 尾 町 字 古 内 289番 ８ 地 先 ま で 」 に 改 め る 。
様 式 第 19号 の ４ 中 「 受 け た 」 を 「 受 け 、 認 知 症 の お そ れ （ 疑 い ） が あ る 」 に 改 め る 。

附 則
こ の 規 則 は 、 平 成 30年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 第 ３ 県 道 い わ き 上 三 坂 小

───────────────────────────────────────────────────────────
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「

「

い わ き 市 植 田 町 根 小 屋 ９ 番 １ 地 先 か ら 同 市 塚 ノ 内 11番 １ 地 先
野 線 の 項 の 改 正 規 定 （

ま で

い わ き 市 植 田 町 根 小 屋 ９ 番 １ 地 先 か ら 同 市 遠 野 町 根 岸 字 塚 ノ
を に 改 め

内 11番 １ 地 先 ま で
」 」

る 部 分 に 限 る 。 ） は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
（ 交 通 企 画 課 ）
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